


当ステーションでは住み慣れた家・療養所で病院や地域との連携を図りながら、子どもから

⾼齢者まで、そして予防から医療依存度の⾼い⽅、在宅ホスピスまで切れ⽬のない訪問看護を

提供しています。

こんな⽅が利⽤されています

大原訪問看護の特徴

● 1 人で体を自由に動かせない。

● 家族だけで介護や医療的ケアに不安がある。

● 1 人暮らしで療養生活に不安がある。

● 病気や怪我などで、寝たきりもしくは寝たきりの心配がある。

● 認知症の症状がある。

● 床ずれができてしまった。

● 退院後の在宅生活に不安がある。

● 自宅で酸素吸入や痰の吸引が必要である。

● 癌・難病・カテーテル管理が必要で不安がある。

● 最期を家で看取りたい。

サービスの内容

訪問看護ステーションとは

病気や障害のために療養⽣活を送っている⽅のご家庭に看護師などが訪問し看護やリハビリ

を⾏い、ご本人やご家族の気持ちを尊重したサービスを提供します。

日常生活の援助
（栄養、排泄清拭、洗髪、

入 浴 介 助 な ど の 清 潔

援助）

病状・全身状態の
観察

（血圧・体温・脈拍等の

チェックし異常発見）

在宅療養に関する
生活相談とｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
（病気や介護不安への

相談等）

医療処置や医療
機器の管理

（酸素・点滴・カテーテ

ル管理、床ずれの予防）

在宅ホスピスケア
（終末期をご自宅で過ご

せるよう支援）

在宅でのリハビリ
テーション

（理学療法士による機能

回復訓練）

介護予防
（健康管理、運動機能

低下防止等のｱﾄﾞﾊﾞｲｽ）



訪問回数・訪問日数

● 訪問回数は症状その他の状態に応じてご相談の上決定していきます。

● 訪問時間は、契約時にご相談できます。ただし、交通事情等により時間がずれる場合がござ

います。

営業日・営業時間

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜

午前
（８：３０～１３：００）

● ● ● ● ● ●

午後
（13：0０～１7：００）

● ● ● ● ●

日、祝日、年末年始（１２月 30 ⽇〜１⽉３⽇）は休業となります。

年間を通して 24 時間いつでも連絡がとれる体制を設けています。

利⽤までの流れ

介護保険でのご利用

医療保険でのご利用

利用をご希望されるの方

利⽤料⾦

医療保険の方 介護保険の方

医療費の１～３割

交通費（片道１Km につき 50 円）

＜訪問看護費＞要介護１～５

20 分未満 311 円

30 分未満 467 円

60 分未満 816 円

１時間 30分未満 1,118 円

理学療法士訪問１回 296 円
※１割負担の料金

※所得により２～３割となります。

＜介護予防訪問看護費＞要支援１・２

20 分未満 300 円

30 分未満 448 円

60 分未満 787 円

１時間 30 分未満 1,080 円

理学療法士訪問１回 286 円
※１割負担の料金

※所得により２～３割となります。

かかりつけの医師

大原訪問看護ステーション

利用をご希望される方 かかりつけの医師

大原訪問看護ステーション ケアマネージャー

サービスを受ける際には、かかりつけ医師の指示書が必要となります。

① 訪問看護利⽤相談

③ 指⽰書を発⾏

② 訪問

① 訪問看護利⽤相談

③ 依頼

④ 提供票を発⾏

② 訪問
③ 指⽰書を発⾏



急性期病院
在 宅
施 設

地域包括ケア病棟
自 宅

居住系介護施設 等

【お問い合わせ・お申し込み】

TEL : 024-573-8210
FAX : 024-573-8202

■大原訪問看護ステーション
〒960-0102 福島県福島市鎌田字中江 33

■大原訪問看護ステーション
サテライト上町
〒960-8611 福島県福島市上町 6-1

施設など

訪問看護ステーション

地域医療との連携

診療所

病院

紹介・転院

紹介・逆紹介

指示・報告

入院外来フォロー

訪問看護
外来フォロー

訪問地域 ● 福島市内

※その他の地域の方はご相談に応じます。

⾃宅

入院外来フォロー

指示・報告


